
「1 月 1 日」は住民税の審判の日 

確定申告書に記載している「1月1日現在

の住所」。実は「住民税」を決める運命の分

かれ道になっているのです。 

日本の住民税には「賦課期日（ふかきじ

つ）」というルールがあります。 

これは、「その年の 1 月 1 日に住民票があ

る（または実際に住んでいる）自治体が、前

年 1 年間の所得に対して課税する」という

決まりです。 

例えば、2026 年中に何度も引っ越しをし

たとしても、2027 年 1 月 1 日に住んでいた

場所が「納税先」となります。確定申告書に

この日付の住所を記載するのは、税務署か

ら各市区町村へ「この人の住民税はそちら

で計算してください」というデータをスム

ーズに引き継ぐためなのです。 

「国外住所」を書く前に確認すること 

海外赴任や長期滞在により 1 月 1 日時点

で日本にいなかった場合、申告書には国外

の住所を記載します。この場合、原則とし

てその年の住民税は課税されません。 

しかし、ここで注意が必要なのが「生活

の本拠（実態）」です。 

住民票を抜いて国外住所を記載していて

も、実態として「日本に家族がいて、生活の

拠点が国内にある」と判断された場合、後

から自治体より確認が入ることがあります。

もし「国内居住」とみなされると、遡って住

民税が課税されるだけでなく、延滞金など

のペナルティーが発生するリスクもあるた

め、安易な判断は禁物です。 

「納税管理人」が鍵を握る 

国外に生活拠点を移す際、自分の代わり

に税金の手続きを行う「納税管理人」を立

てます。ここで盲点となりやすいのが、「税

務署（所得税）」と「役所（住民税）」は別々

に届け出が必要な場合が多いという点です。 

税務署にだけ届け出をして安心している

と、住民税の通知が管理人に届かず、知ら

ない間に「未納」扱いになってしまうトラ

ブルも少なくありません。海外へ出られる

際は、市区町村への確認もセットで行うの

が鉄則です。 

引っ越しなどで海外渡航が絡む方は、「1

月 1 日にどこにいたか」を客観的な事実（入

出国記録や契約関係）に基づいて正確に記

載することが、後の税務トラブルを防ぐ最

大の防御策です。 
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確定申告書の「1月1日の住所」 

が持つ重要な意味 

1 月 1 日 

あなたは 

どこに住んで

いましたか？ 
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